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法改正の理念

2007年6⽉の法改正後2007年6⽉の法改正後
迷惑を被ったのは我々建築業界ではなくクライアントである

『建築基準法の改正は、国⺠⽬線に基づく事が重要』『建築基準法の改正は、国⺠⽬線に基づく事が重要』

建物の建物の安全安全性を確保性を確保((向上向上))することすること建物の建物の安全安全性を確保性を確保((向上向上))することすること ⽇本の⽇本の成⻑成⻑を阻害を阻害しないしないことこと⽇本の⽇本の成⻑成⻑を阻害を阻害しないしないことこと＋＋＋＋

の２つを⽬的とした法改正でなくてはならないの２つを⽬的とした法改正でなくてはならないの２つを⽬的とした法改正でなくてはならないの２つを⽬的とした法改正でなくてはならない
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2007年6⽉ 建築基準法改正の概要

▼2005.10
指定確認検査機関イーホームズ（株）から

法改正に⾄った要因法改正に⾄った要因法改正に⾄った要因法改正に⾄った要因 その後の主な法改正及び運⽤改訂の流れその後の主な法改正及び運⽤改訂の流れその後の主な法改正及び運⽤改訂の流れその後の主な法改正及び運⽤改訂の流れ

▼2007.06
建築基準法改正

国⼟交通省に構造計算書の偽造の可能性を報告。
▼2005.11
姉⻭建築設計事務所による構造計算書の偽装が判明
偽造された構造計算にもとづき建築された場合、
耐震性に⼤きな問題がある事が判明。
国⼟交通⼤⾂認定構造計算ソフトウエアの計算結果を改竄した形での構造計算書の偽装を、

築 施 び が ず

① 構造計算適合性判定制度の導⼊
② 確認審査期間の延⻑
③ 確認審査等に関する指針の制定及びそれに基づく審査の実施
④ 3階建て以上の共同住宅に対する中間検査の義務付け
⑤ 構造基準の⾒直し

建築確認・検査を実施した⾏政及び⺠間の指定確認検査機関が⾒抜けず、承認してきた。
▼2007.06
建築基準法改正

▼2007.07.18
プレキャストコンクリート製品を使⽤する⼯事の⼯程に係る中間検査について

▼2007.08.09
改正建築基準法の施⾏に伴う建築確認等の⼿続きの円滑化について

▼2007.08.10

①
②
③

技術的助⾔の⼀部改正について

▼2007.09.25
建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の⼀部を改正する法律等の円滑な運⽤について

▼2007.10.09
改正建築基準法の施⾏に伴う建築確認等の⼿続きの円滑化について

▼2007 11 14

⑥

④
⑤

▼2007.11.14
建築基準法施⾏規制の⼀部改正等について

▼2007.12.17
建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の⼀部を改正する法律等の円滑な運⽤について

▼2008.02.29
建築確認⼿続きの円滑化に向けた取り組みの強化・継続等について

資料資料1※1※第１回第１回建築基準法の⾒直しに関する検討会資料より抜粋

上記の上記の④⑤④⑤のサンプル調査結果をみるとのサンプル調査結果をみると

▼2008.04.22
四号建築物に係る確認・検査の特例の⾒直しについて

▼2009.05.27
⼀定の建築物の構造設計／設備設計への構造設計⼀級建築⼠／設備設計⼀級建築⼠の関与の義務づけ
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「偽装の疑いが強い」「偽装の疑いが強い」0.4%0.4% ▼2010.06
建築確認⼿続き等の運⽤改善の⽅針について
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構造計算適合性判定について①

構造設計適合性判定

意図的な設計者による犯罪⾏為を、もれなくチェックする仕組み

クライアントの声

■構造設計一級建築士は適合判定士の資格者

現在の構造計算適合性判定のしくみ現在の構造計算適合性判定のしくみ現在の構造計算適合性判定のしくみ現在の構造計算適合性判定のしくみ

設計・構造設計⼀級建築⼠
・⼀級建築⼠
・構造設計⼀級建築⼠
・⼀級建築⼠

・電算プログラムによる構造計算書の作成

◀◀ とは同等の技術をもっており、自分で自分
の設計を チェックをする様なものである。

■ピアチェックと言う意味においては確認
申請機関のチェックで十分機能している。

■法改正以来、構造設計ソフトのチェック

◀◀
主事⼜は指定確認検査機関主事⼜は指定確認検査機関

確認審査
◀ ◀

・計算書の計算内容を全数確認する

機能が厳しくなって偽装は難しくなって
いる。さらに現在確認申請図書にデータの
提出を義務づければ適合判定は省略する事
が出来るのではないか。

■ピアチェックにより確実に審査期間日数が

↓↓
ピアチェックと同等のチェックピアチェックと同等のチェック

構造計算・計算書の計算内容を全数確認。
建築基準適合判定資格者建築基準適合判定資格者 ◀◀

増となっていて、事業の非効率化を生んで
いる。

■記載ミス等による不整合、断面変更を
伴わない再計算、適合性判定に伴う追加
検討等では、差し替えを含めた修正を
許容して良いのではないか。構造計算

適合性判定
・電算プログラムで再度演算を⾏い

同じ結果が出るかの確認をする
↑↑

ピアチェックピアチェック

■都道府県によって適合判定機関の数が
少なく、審査期間が更に遅れることがある。

■判定委員により基準や審査内容に個人差が
ありすぎる。

判定員 法的根拠を超えた指導が散見
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■判定員の法的根拠を超えた指導が散見
される為、指導のルール化が必要である。
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構造計算適合性判定ついて②

級 築 「 級 築

適合性判定と構造設計⼀級建築⼠との関係適合性判定と構造設計⼀級建築⼠との関係適合性判定と構造設計⼀級建築⼠との関係適合性判定と構造設計⼀級建築⼠との関係 適合性判定資格者と同等の適合性判定資格者と同等の
⾼度な専⾨能⼒有する構造設計⼀級建築⼠⾼度な専⾨能⼒有する構造設計⼀級建築⼠

適合性判定資格者と同等の適合性判定資格者と同等の
⾼度な専⾨能⼒有する構造設計⼀級建築⼠⾼度な専⾨能⼒有する構造設計⼀級建築⼠
⼀級建築⼠の中でも「構造設計⼀級建築⼠」を

取得する段階で『⾼度な専⾨能⼒を有する構造技術者』
という、ある⼀定のチェック機能が働く

⼀級建築⼠⼀級建築⼠構造設計構造設計
構造計算構造計算

適合性判定適合性判定
（ピアチェック）（ピアチェック）

設計
級建築⼠級建築⼠⼀級建築⼠⼀級建築⼠

主事⼜は
指定確認検査機関

主事⼜は
指定確認検査機関

確認審査構造設計⼀級建築⼠でないと構造設計⼀級建築⼠でないと
設計することが出来ないもの設計することが出来ないもの

構造計算適合性判定構造計算適合性判定
にかかるものにかかるもの

構造計算
適合性判定クライアントが選定可

(省略できる)

適合性判定必要

↑↑
適合判定資格者と同等の
ピアチェックとするピアチェックとする

構造設計⼀級建築⼠の設計構造設計⼀級建築⼠の設計((⼜は関与⼜は関与))する物件する物件はは
適合性判定を省略適合性判定を省略することが出来るすることが出来る

構造設計⼀級建築⼠が構造設計⼀級建築⼠が設計設計((⼜は関与⼜は関与))してしていない物件いない物件でで
適合性判定が必要なものは適合性判定が必要なものは現状の通り現状の通り

適合性判定を受けない場合適合性判定を受けない場合
審審

適合性判定を受ける場合適合性判定を受ける場合
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適合性判定を受けない場合適合性判定を受けない場合
2121⽇間⽇間((従前従前))

査査
期期
間間

適合性判定を受ける場合適合性判定を受ける場合
3535⽇間⽇間
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建築⼠の裁量と厳罰化

平成19年施行の改正建築基準法に違反建築物より、の是
正命令違反や耐震基準など重大な実体規定違反について

現状の厳罰化現状の厳罰化現状の厳罰化現状の厳罰化

現行の法定刑を大幅に引き上げ、最高で懲役3年又は罰金
300万円の刑をを科し、さらに法人の代表者や従業者がこ
れらの違反をした場合、最高で罰金１億円の刑を科すこ
ととした。

建築基準法の精神

A.法により細部までガチガチに規定し、設計側、審査側の裁量性を無くし⽩か⿊で判断する法律
あ 定基準 粒 揃 質 も な が 学が本来も 技術を生 きれず→ある一定基準の粒の揃った品質のものとなるが、工学が本来もつセンス、技術を生かしきれず、
何か起きるたびに頻繁に法改正で基準を細密化し続けなければならない。

B.法の求めるものの内、⼯学的な部分は資格者の裁量を認め、最⼩限の規定にとどめる。
→建築物という個別性の高い商品に対し、設計者の持つ技術を最大限発揮できる。建築物という個別性の高い商品に対し、設計者の持つ技術を最大限発揮できる。

今回の法改正は、Aによっていると考えられる。
このような法のもとで設計者に罰則を課す事はなじまないのではないか。

Bの様な法のもと、設計者の裁量を認めてはじめて
設計者に対する罰則について議論すべきである
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設計者に対する罰則について議論すべきである。
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その他

本検討会においては、
前述のとおり主に構造計算適合性判定制度、確認申請の期間、厳格化の３点について
検討することとなっているが検討することとなっているが、
本来のきっかけは、国の成⻑戦略の議論の中で⽴ち上がったものと思われる。

その観点からいうと、
国⺠の声として要望が多く即効的な内容については、同時に議論がなされるべきである。
その数は多数に及ぶが下記にその⼀例をあげる。

04_その他[⼀例]
04-1_設計者の責任の範囲(竣⼯の形式)

04-2_既存建築物の取り扱い

⼤ 定案件 扱04-3_⼤⾂認定案件の取り扱い

04-4_都市と地⽅、再開発の促進
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その他
設計者の責任の範囲(竣⼯形式)

確認申請確認申請確認申請確認申請 建築の内容が関係規定等に適合している事を予め確認すること。

設計者の責任の範囲(竣⼯形式)

完了検査完了検査完了検査完了検査 仕上がった最終の形が法適合である事が確認される仕組み。

・ 竣⼯に⾄る過程での変更の⼿続き,スケジュールが不明瞭で混乱の原因となっている。
■問題点

・ テナントビル等では、検査に合わせて⼀旦標準的な仕上げを施し、検査後に⼀部解体し、
再度つくり直しているような、無駄が⽣じているのが実情である。

※仮使⽤の制度が使いにくい

集団規定 構造 防⽕避難等 建築主事等が検査(スケルトンの状態でも竣⼯出来る)集団規定,構造,防⽕避難等 ・・・建築主事等が検査(スケルトンの状態でも竣⼯出来る)
内装(内装等に関わる設備等も含む）・・・ 設計者の責任の範囲内で、法に適合しているか確認する。

それに関わる軽微な変更も同様。
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既存建築物の取り扱い
その他

優良な建築ストックを有効活⽤できる仕組みづくりが成⻑戦略上も重要な課題

以前 法改正により 部緩和（８６条 ７）され るが そ 他 規定により既存建築物

1.1.増築等にかかる既存遡及の内容⾒直し増築等にかかる既存遡及の内容⾒直し1.1.増築等にかかる既存遡及の内容⾒直し増築等にかかる既存遡及の内容⾒直し
以前の法改正により⼀部緩和（８６条の７）されているが、その他の規定により既存建築物の
有効活⽤にはまた多くのハードルがある。

増築等が既存建築物に与える影響の度合い等に応じて既存遡及等の内容の緩和が必要。

２２..建築物の所有者による維持管理規定の⾒直し建築物の所有者による維持管理規定の⾒直し２２..建築物の所有者による維持管理規定の⾒直し建築物の所有者による維持管理規定の⾒直し
既存不適格建築物には良好な管理（設計図書等の保管整備、施設の法適合状態維持管理等）が
されている建物とされていない建物では安全性等の維持について、⼤きく内容が変わっている。

２２..建築物の所有者による維持管理規定の⾒直し建築物の所有者による維持管理規定の⾒直し２２..建築物の所有者による維持管理規定の⾒直し建築物の所有者による維持管理規定の⾒直し

良好な維持管理が出来ている建物への遡及適⽤緩和が採⽤出来る様な、
安全性を確保しつつ有効活⽤が出来る仕組みが必要。
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⼤⾂認定の取り扱い
その他

新築中の建物においても建設中にテナントが決定したり また変更し その都度軽微な変更が頻繁

新築中の計画の場合新築中の計画の場合新築中の計画の場合新築中の計画の場合

現状

新築中の建物における変更⼿続き等については運⽤の中で迅速化、効率化等が進められているが、
⼿続き上はあくまでも再認定の扱いである。
テナントビル等によっては竣⼯迄に複数回の⼤⾂認定の取得が必要な計画が多数ある

新築中の建物においても建設中にテナントが決定したり、また変更し、その都度軽微な変更が頻繁
に発⽣。

現状

問題点
テナントビル等によっては竣⼯迄に複数回の⼤⾂認定の取得が必要な計画が多数ある。

軽微な変更（これの明確な定義付けも必要）等については
完了段階での報告でこれを認めるという様な運⽤規定を検討すべきである。

竣⼯後の建物の場合竣⼯後の建物の場合竣⼯後の建物の場合竣⼯後の建物の場合

基準法による確認申請の⼿続きが必要の無い範囲の改修等においても⼤⾂認定取得建物は認定内容との
軽微（ほんの些細な事でも）な変更が出来ない状況である。あらかじめの検討という認定段階での⼿法
により 将来の変更を予測し検証を⾏うシステムは導⼊されているが ⼤規模な複合建築物 等 において

竣⼯後の建物は⽣き物でありリニューアル、テナント等の⼊れ替え、改修等が⽇常的に⾏われてい
る。

現状

問題点
により、将来の変更を予測し検証を⾏うシステムは導⼊されているが、⼤規模な複合建築物 等 において
は現実的には不可能である。

増築等が既存建築物に与える影響の度合い等に応じて既存遡及等の内容の緩和が必要。
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都市と地⽅、再開発の促進
その他

今後の成⻑戦略を妨げず 開発を促す上で都市部の開発の促進と今後の成⻑戦略を妨げず、開発を促す上で都市部の開発の促進と
世界に誇るべき⽇本の美しさ（地⽅）の環境を維持しながら開発出来る仕組みを検討すべきである
その⼀例として下記の2項⽬

『現在の再開発は仕組み(制度)先⾏』『現在の再開発は仕組み(制度)先⾏』

主な再開発の制度：主な再開発の制度： 地区計画・特定街区・⾼度利⽤・総合設計・都市再⽣特別措置法

■規模、スケジュール、⼿続き難易度などが開発⼿法選択の要件となってしまっている事例が多い。
都市部で開発促進都市部で開発促進

■ニーズ(その場所に求められる条件)にあった再開発の促進

主な再開発の制度：主な再開発の制度： 地区計画 特定街区 ⾼度利⽤ 総合設計 都市再⽣特別措置法

再開発プロジェクト 新・都市再⽣本部ワンストップサービス

『地域特性を考慮した規制緩和が必要』『地域特性を考慮した規制緩和が必要』

事業者等 国・都道府県・特定⾏政庁

地⽅部での規制緩和地⽅部での規制緩和

都市の⾼層ビルの上層階のホテルと地⽅の外に出れば
⼭林のコテ ジタイプのホテルの排煙設備などの基準が同じ

⾃然を守りながら「きれいな川」「きれいな⾃然」を楽しむた
めのペンシ ン ⺠宿 ホテルが国道沿いにしか建てられない

■⼤都市の規制と地⽅(⼭林)の基準が同じことが、地⽅の成⻑を妨げている

⼭林のコテージタイプのホテルの排煙設備などの基準が同じ

都市部のホテルの基準
建築スペックが過剰

めのペンション、⺠宿、ホテルが国道沿いにしか建てられない
例) 建築基準法48条、法別表第⼆
ホテル禁⽌地域：第1種・第2種低層住居専⽤地域、第1種・第2種中⾼層住居専⽤地域
第1種住居地域で3,000m2を超えるものz、⼯業地域および⼯業専⽤地域。地⽅ではホテル建設の

ハードルが⾼すぎる
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都市計画法、建基法、河川法、道路法等により、景観・
⾃然を維持しながら開発するのは困難。
本来、ホテルを建てたい場所に建てられない事がある(⼀例)


